
 【利⽤規約】 
 第１条（適⽤） 

 本規約は、次条に規定する「図⾯Engine」サービス（以下「本サービス」といいます）の提供条件及び本サービスの利⽤に関して、営業製作所株式会社（以下「当社」といいま 
 す）と次条に規定する利⽤者との間の権利義務関係を定めることを⽬的とし、利⽤者と当社との間の本サービスの利⽤に関わる⼀切の関係に適⽤するものです。 
 第２条（定義） 

 本規約において使⽤する以下の⽤語は、各々次に定める通りです。 
 ⑴「利⽤者」︓第３条第１項に基づき、本サービスの利⽤のために本契約を締結した法⼈及び個⼈を指します。 
 ⑵「本サービス」︓当社が提供する「図⾯Engine」という名称のサービスを指します。当該サービスの名称または内容が変更された場合は当該変更後のサービスも含みます。 
 ⑶「Z-FAX」︓当社が独⾃に開発したハードウェアであり、当社が利⽤者に貸与し、利⽤者の複合機等に設置する装置を指します。Z-FAXは、ファックスで受信したデータを 

 PDF化して、指定のアドレスへ転送をできる機能を有します。 
 ⑷「メール転送」︓利⽤者がメールで受信した図⾯等書類を本サービスで読み取るために、利⽤者のメールアドレスから所定のメールアドレスに転送することを指します。 
 ⑸「利⽤者専⽤ページ」︓利⽤者が取り込んだ図⾯等書類を管理するための専⽤ページを指します。 
 ⑹「ユーザー」︓利⽤者の同⼀組織に属する従業員等であり、利⽤者の申請により当社から本サービスのライセンスを付与され、個別にユーザーＩＤ及びパスワードを付与され 

 た者を指します。 
 ⑺「図⾯等書類」︓本サービスの対象となる各種図⾯並びに⾒積書・発注書・納付書等の書類を指します。 
 ⑻「図⾯等書類データ」︓本サービスによりデータ化され、利⽤者専⽤ページに保存された図⾯等書類のデータを指します。 

 第３条（本契約の締結） 
 １ 利⽤者は、本規約及び重要事項説明書の内容を⼗分に理解したうえで本規約を遵守することに同意し、必要事項を記⼊した利⽤申込書（以下「本申込書」といいます）を当社 

 に電⼦メールまたは書⾯で交付した時点で、本サービスに関する利⽤契約（以下「本契約」といいます）の締結となることを承諾します。 
 ２ 本規約は、当社が必要と認めた場合に変更できるものとします。 

 ⑴ 利⽤者の⼀般の利益に適合するとき 
   ⑵ 本規約の変更が、本規約の⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき 
 ３ 本規約を変更する場合、変更後の本規約の施⾏時期及び内容を本申込書に記載された利⽤者のメールアドレス（以下「登録アドレス」といいます）に送信する⽅法で利⽤者に 

 周知します。ただし、法令上利⽤者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の⽅法で利⽤者の同意を得るものとします。 
 ３ 利⽤者は、本申込書に記載された⽒名または名称、住所、電話番号及び登録アドレス等の連絡先を変更した場合、速やかに当社に連絡しなければならず、利⽤者がこれを怠っ 

 たことにより、当社からの通知が利⽤者に届かなかった場合であっても、当社は、利⽤者が被った⼀切の損害に関して何らの責任を負いません。 
 第４条（本サービスの⽬的及び内容） 

 本サービスは、利⽤者が作成または取引先等から交付を受けて保有する図⾯等書類をデータ化することにより、利⽤者の図⾯等書類の管理及び検索を容易にし、利⽤者の作業 
 効率の向上を⽬指すことを⽬的とします。 

 1  初期設定 
 ① 当社は、利⽤者⾃⾝で複合機へのZ-FAX設置及びメール転送設定を⾏うことをサポートします。 
 ② 当社は、利⽤者が取引先等からメールまたはファックスで受信した図⾯等書類を本サービスのデータベースに取り込み、利⽤者専⽤ページで管理できるように各種設定 

 を⾏い、あるいは利⽤者⾃⾝で利⽤者専⽤ページの各種設定等を⾏うことをサポートします。 
 2  利⽤サポート 

    当社は、次条の契約期間中、利⽤者が本サービスをスムーズに利⽤できるように、随時、各種問合せやトラブルに対応します。 
 ３ 当社は、ライセンスを付与されたユーザーごとに利⽤者専⽤ページ⽤のユーザーＩＤ及びパスワードを付与します。利⽤者は、当該ＩＤ及びパスワードを⾃⼰の責任において 

 適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利⽤させ、または譲渡、貸与、名義変更等をしてはならないものとします。 
 ４ 利⽤者は、図⾯等書類データを利⽤する際、誤⼊⼒がないかなど確認し、利⽤者の責任において利⽤することを承諾します。 
 ５ データベースに保存された利⽤者の図⾯等書類データは、当社が本サービスの品質向上・新規システム構築の⽬的のために使⽤させていただく可能性があり、利⽤者はこれに 

 異議を唱えないものとします。 
 第５条（契約期間） 
 １ 本契約期間は、本申込書記載の契約開始⽇から１年間です。 
 ２ 前項の有効期間満了⽇の１か⽉前までに、当事者の⼀⽅から他⽅に対し、書⾯または電⼦メールにて本契約の更新を拒絶する旨の意思表⽰がないときは、次項の場合を除き、本 

 契約はさらに同⼀期間・同⼀内容で更新されるものとし、以後も同様とします。 
 ３ 当社が、第１項の有効期間満了⽇の45⽇前までに、利⽤者に対し、書⾯または電⼦メールで次条の利⽤料等の改定を通知し、利⽤者から第１項の有効期間満了⽇の１か⽉前まで 

 に、利⽤料等の改定に関して異議の申し⼊れがない場合、次条の⽉額利⽤料等は、前項の本契約更新時に、当社から事前に通知した⾦額に改定されます。 
 第６条（利⽤料及び遅延損害⾦）   
 １ 利⽤者は当社に対し、本サービスの利⽤料として、本申込書記載の導⼊初期費⽤及び１年間分の⽉額基本料（以下「利⽤料等」といいます）を⼀括で⽀払うものとします。利 

 ⽤者の都合により契約期間の途中で解約することはできませんので、利⽤者が、契約期間の途中で本サービスを利⽤しなくなった場合でも、導⼊初期費⽤及び未経過⽉分の⽉額 
 基本料の返還を求めることはできません。本契約を更新した場合も同様です（ただし、更新時は導⼊初期費⽤の⽀払いは不要）。 

 ２ 利⽤者は、前項に定める利⽤料等について、本申込書記載の⽀払期⽇及び⽀払⽅法によって⽀払うものとします。なお、振込⼿数料は、利⽤者の負担とします。 
 ３ 利⽤者が前項の⽀払いを遅滞したときは、年（１年を365⽇として計算します）14.6％の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。 
 ４ 第１項にかかわらず、当社の故意、過失により本サービスの全部が停⽌または中断した場合、若しくは第16条第３項または第19条第１項により本サービスの全部が終了した場 

 合、本サービスの全部が提供されなかった期間または本サービスの全部が終了した⽇の翌⽇以降の⽉額基本料は発⽣しません。この場合、当社は、第１項で⽀払済の⽉額基本料 
 のうち未経過部分の⽉額基本料を利⽤者に速やかに返還するものとします。 

 ５ 前項の本サービスの停⽌、中断、終了が⼀部にとどまった場合、当社は、本サービスを提供できない割合に応じて⽉額基本料を減額し、第１項で⽀払済の⽉額基本料から減額 
 分を利⽤者に速やかに返還するものとします。 

 ６ 前⼆項について、本サービスが停⽌または中断した期間、若しくは本サービスの全部または⼀部が⽉の途中で終了した場合、当社は、本サービスが⽉の途中で終了等した当該 
 ⽉の⽉額基本料についても、その全額を利⽤者に返還するものとします。なお、前⼆項の⽉額基本料の返還にかかる振込⼿数料は、当社の負担とします。 

 第７条（責任の制限） 
  当社は、本サービスに関する次の各号について、何ら保障するものではありません。 

 ⑴ 本サービスが利⽤者の期待する機能、商品的価値、正確性及び有⽤性を有すること 
 ⑵ 本サービス上で表⽰される図⾯等書類の情報について、正確性を有すること 
 ⑶ 本サービスに不具合が⽣じないこと 
 ⑷ 本サービスを継続的に利⽤できること 
 ⑸ 本サービスが利⽤者の属する組織が遵守すべき内部規則等に適合すること 

 第８条（秘密保持） 
 利⽤者及び当社は、本契約の内容並びに本サービスの履⾏に関して、相⼿⽅から開⽰された⼀切の情報を秘密として保持するものとし、相⼿⽅の書⾯による事前の同意なく第三 

 者に開⽰し、漏洩し、または本契約を履⾏する⽬的以外に使⽤してはなりません。ただし、以下の各号に該当する場合はこの限りではありません。 
 ⑴ 開⽰を受けた時点で、既に公知となっている情報 
 ⑵ 開⽰を受ける前から⾃らが保有していた情報 
 ⑶ 開⽰を受けた後に、⾃らの責に帰すべからざる理由により公知となった情報 
 ⑷ 開⽰を受けた後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく⼊⼿した情報 
 ⑸ 相⼿⽅が事前に書⾯（電⼦メール等による通知を含む）によって第三者への開⽰を承諾した情報 
 ⑹ 開⽰を受けた情報とは無関係に独⾃に開発した情報 

 第９条（利⽤者情報の取扱） 
 １ 当社による利⽤者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシー（https://eigyo-mfg.com/privacy/）の定めによるものとし、利⽤者は当該プライバシーポリシーに 

 従って、当社が利⽤者の利⽤者情報を取り扱うことについて同意するものとします。 
 ２ 当社は、利⽤者が当社に提供した情報及びデータ等について、特定の個⼈を識別することができない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利⽤及び公開することができ 

 るものとし、利⽤者はこれに異議を唱えないものとします。 
 ３ 当社は、本サービス終了後、利⽤者が当社に提供した利⽤者情報を削除するものとします。 
 ４ 前条及び本条に定める義務は、本契約終了後もなお存続するものとします。 
 第10条（備品・資料等の貸与・保管） 
 １ 当社は、本サービスを実施するうえで必要なZ-FAXその他の備品・資料等（以下「備品・資料等」という）を利⽤者に貸与し、利⽤者は、本サービスの実施に必要な情報を当 

 社に交付します。 
 ２ 利⽤者は、当社より貸与された備品・資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し、本サービス利⽤以外の⽬的に使⽤しないものとします。 
 ３ 利⽤者は、当社より貸与された備品・資料等を本サービス利⽤以外の⽬的で複写・複製・編集等を⾏わないものとします。 
 ４ 当社が、利⽤者にZ-FAX、備品その他資料を郵送等する場合、その送料等費⽤は当社の負担とし、利⽤者から図⾯等資料を当社に郵送等する場合、あるいは利⽤者に貸与した 

 Z-FAXを契約終了時に当社に返却する場合、これらの送料等費⽤は利⽤者が負担します。 



 第11条（本契約上の地位の譲渡等） 
 １ 利⽤者は、当社の書⾯による事前の承諾なく、本契約上の地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定及びその他の処分をする 

 ことはできません。 
 ２ 当社が本サービスに係る事業を他社に譲渡した場合（会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます）には、当該事業譲渡に伴い利⽤者の本契約上の地位、本規約に 

 基づく権利及び義務並びに利⽤者情報その他の情報等を当該事業譲渡の譲受⼈に譲渡することができるものとし、利⽤者はかかる譲渡につき、本契約の締結により予め同意した 
 ものとします。 

 第12条（禁⽌事項） 
 当社は、利⽤者が次の各号のいずれかに該当する⾏為または該当すると当社が判断する⾏為をすることを禁⽌します。 

 ⑴ 法令及び公序良俗に違反する⾏為、当社または第三者に対する詐欺、脅迫⾏為その他の犯罪⾏為に関連する⾏為 
 ⑵ 当社またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉その他の権利・利益を侵害する⾏為 
 ⑶ 当社、本サービスの他の利⽤者またはその他の第三者に不利益、損害若しくは不快感を与える⾏為 
 ⑷ 本規約及び本サービスの利⽤に関する⼀切のルールに抵触する⾏為 
 ⑸ 本サービスの運営を妨害するおそれのある⾏為 
 ⑹ 本サービスのネットワークまたはシステム等への不正アクセス 
 ⑺ 本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける⾏為 
 ⑻ 当社が提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析⾏為 
 ⑼ 当社の承諾なく本サービスを第三者に使⽤させ、または利⽤者若しくはユーザーがユーザーＩＤ及びパスワードを第三者に使⽤させる⾏為 
 ⑽ 反社会的勢⼒等への利益供与 
 ⑾  前各号の⾏為を直接または間接に惹起し、または容易にする⾏為 
 ⑿ その他、当社が不適切と判断する⼀切の⾏為 

 第13条（反社会的勢⼒の排除）  
 １ 利⽤者及び当社は、それぞれ相⼿⽅に対し、本契約締結時において、⾃ら（法⼈の場合は、代表者、役員または実質的に経営を⽀配する者）が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係 

 企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団その他反社会的勢⼒に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 
 ２ 利⽤者または当社の⼀⽅が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相⼿⽅は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができます。 
 ３ 前項の契約解除により利⽤者または当社に損害が⽣じた場合、利⽤者または当社は、第１項に違反した相⼿⽅に対し、その損害を賠償することができます。ただし、契約解除 

 された当事者は、相⼿⽅に損害の賠償を請求することができないものとします。 
 第14条（損害賠償）   
 １ 利⽤者及び当社は、本サービスに関して、相⼿⽅の故意または過失により損害を被った場合は、その賠償を相⼿⽅に請求することができます。 
 ２ ユーザーＩＤ及びパスワードの管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等によって⽣じた損害は、利⽤者の責任と負担においてこれをすべて負担するものとします。 
 ３ 当社が貸与したZ-FAXを利⽤者が故意・過失により損傷、破損させた場合、利⽤者は当社に対し、Z-FAX１台相当額の賠償額を⽀払うものとします。 
 第15条（本サービスの停⽌・中断） 
 １ 当社は、次のいずれかに該当する場合には、利⽤者に事前に通知することなく、本サービスの全部または⼀部の提供を停⽌若しくは中断することができるものとします。 

 ⑴ 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を定期的若しくは緊急に⾏う場合 
 ⑵ コンピューターまたは通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスを実施できなくなった場合 
 ⑶ 地震、落雷、⽕災、⾵⽔害、停電、天災地変などの不可抗⼒により本サービスを実施できなくなった場合 
 ⑷  その他、前各号に準ずる事由により、当社が停⽌または中断を必要と判断した場合 

 ２ 当社は、本条に基づき当社が⾏った措置によって利⽤者に⽣じた損害については、当社に故意または重⼤な過失がある場合を除き、⼀切の責任を負わないものとします。 
 第16条（本サービスの変更） 
 １ 当社は、本サービスの内容または機能の全部あるいは⼀部について、以下の場合に、事前の通告なく変更することができるものとします。 
  ⑴ 利⽤者の⼀般の利益に適合するとき 
  ⑵ 本サービスの変更が、本サービスの⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき 
 ２ 当社は、前項以外の理由により本サービスを変更する場合は、第３条第２項と同様の⽅法により、本サービスの変更実施⽇の２週間前までに利⽤者に通知するものとします。 
 ３ 利⽤者に客観的な不利益が⽣じるような本サービスの変更について、本サービスの変更実施⽇の３営業⽇前までに、利⽤者から書⾯または電⼦メールにて本サービスの変更に 

 同意しない旨の通知を当社が受領した場合、当社は、当該利⽤者に対し、本サービスの全部または⼀部の提供を中⽌し、中⽌の⽇の翌⽇から30⽇後に本サービスの全部または⼀ 
 部を終了することができるものとします。 

 ４ 当社は、本条に基づき当社が⾏った措置によって利⽤者に⽣じた損害については、⼀切の責任を負わないものとします。 
 第17条（途中解約） 

 本契約は、利⽤者の都合により、契約期間の途中で解約することはできません。 
 第18条（契約の解除）   
 １ 当社は、利⽤者が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の⼿続きを要することなく、直ちに契約を解除することができます。 

 ⑴ 利⽤者が本申込書に記載した必要事項の全部または⼀部につき虚偽または故意の記載漏れがあった場合 
 ⑵ 利⽤者が未成年者、成年被後⾒⼈、被保佐⼈または被補助⼈のいずれかであった場合に、法定代理⼈、後⾒⼈、保佐⼈または補助⼈の同意等を得ていなかった場合 
 ⑶ 第10条第１項第10号に該当する場合または該当すると当社が判断した場合 
 ⑷ 過去に当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合 
 ⑸ 利⽤料等の⽀払を２か⽉以上怠ったとき 
 ⑹ 破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算開始の申⽴を受け、または⾃ら申し⽴てたとき 
 ⑺ その所有する財産につき、第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執⾏若しくは競売申⽴てを受け、または公租公課滞納処分を受けたとき 
 ⑻ 監督官庁より営業の取消、停⽌等の処分を受けたとき 
 ⑼ 解散（合併による場合を除く）、事業の全部または重要な⼀部の譲渡の決議をしたとき 
 ⑽ ⾃ら振出し、または引受けた⼿形、⼩切⼿が不渡り処分になる等、⽀払い不能な状態になったとき 
 ⑾ 本契約の各条項に違反し、相当期間を定めた催告にもかかわらず是正しないとき 
 ⑿ その他本契約を継続し難い重⼤な事由が発⽣したとき 

 第19条（本サービスの終了） 
 １ 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または⼀部を終了するものとし、終了⽇をもって本契約の全部または⼀部を解約することができるものとしま 

 す。 
 ⑴ 終了⽇の30⽇前までに利⽤者に通知した場合(本サービスの全部の終了については終了⽇の60⽇前までに利⽤者に通知した場合) 
 ⑵ 天災地変、感染症（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第104号）第6条第1項に定める感染症をいう）その他疫病等のまん延等不可抗 

 ⼒により本サービスを提供できない場合 
 ２ 本サービスが終了する場合、利⽤者は、本サービスの終了⽇までに、本サービスに保存された図⾯等書類その他の情報の複製を作成するよう努めるものとします。本サービス 

 の終了に伴い、利⽤者が本サービス上で保存した図⾯等書類データその他本サービスに付随する情報の全部または⼀部が削除された場合でも、当社は責任を負いません。 
 ３ 第１項に基づき当社が⾏った措置によって利⽤者に⽣じた損害について、当社に消費者契約法（平成12年法律第61号）の違反、故意または重⼤な過失がある場合を除き、当社 

 は、⼀切の責任を負わないものとします。 
 第20条（契約終了後の処理） 
 １ 利⽤者が本契約終了後に本サービスの提供を求める場合は、新たに本申込書を当社に交付し、本申込書記載の導⼊サポート費⽤を⽀払う必要があります。ただし、本契約の終 

 了事由その他の事情により、当社は利⽤者の再度の申込みを受け付けない場合があり、利⽤者はこれに異議を唱えることはできません。 
 ２ 利⽤者は、本契約が終了したときは、当社の指⽰に基づき、貸与を受けた備品・資料等を当社に返却または破棄するものとします。ただし、その際の費⽤は利⽤者の負担とし 

 ます。 
 第21条（準拠法及び裁判管轄） 
 １ 本規約及び本契約の準拠法は、⽇本法とします。 
 ２ 本規約及び本契約に関する⼀切の紛争は、⼤阪地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 第22条（協議） 

 利⽤者及び当社は、本契約に定めのない事項が⽣じたとき、または本契約の条項の解釈について疑義が⽣じたときは、誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。 

 以上 


